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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンに基づき、社会の公器としてステークホルダーの責任と期待に応え、持続
的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現するために、コーポレート・ガバナンス体制の強化を最重要課題の一つとして認識しており、その強
化及び充実に取り組んでおります。

当社がコーポレート・ガバナンス体制において重視することは以下のとおりです。

・企業ビジョンに基づいた経営の意思決定と実行を担保し、またリードしていくための経営意思決定機関を構築すること。その際には、企業倫理や
道徳といった観点も勘案し、社会の公器として経営の意思決定を行っていくこと。

・形式的な体制ではない、実質的に機能するコーポレート・ガバナンス体制を構築すること。実態として機能させ続けるために、定期的にガバナン
ス体制全般について評価を行い、企業の実態に応じて随時見直し、改善を図ることで、現在-未来志向のコーポレート・ガバナンス体制を整備し続
けること。

・株主や従業員のみならず、当社が変革に取り組む各産業のステークホルダー(顧客やサプライヤー、業界関係者等)に対する責務も果たしていく
こと。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】

２０２１年６月の改訂後のコードに基づき記載しています。

【原則3-1③．サステナビリティについての取り組み、人的資本、知的財産への投資】

（サステナビリティについての取組み）

当社ビジョンである「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」に基づき、地域・社会を次世代につなぐ責務を果たすためのサステナビリティ・ESG
経営を推進しております。当社のサステナビリティの考え方や方針、取組みの詳細については当社ウェブサイト（https://corp.raksul.com/esg/）に
おいて開示しております。

（人的資本、知的財産への投資等）

上記のサステナビリティ・ESG経営において優先的に取り組むべき重要課題（マテリアリティ）として、「テクノロジーによる既存産業の仕組み革
新」、「多様な人材の採用と活躍推進」、「次世代リーダー人材の育成と複利による報酬還元」を掲げており、この中で、人的資本、知的財産への投
資に向けた施策を推進しております。

（気候変動に係るリスク及び機会が自社の事業活動や収益等に与える影響）

環境・気候変動のテーマに関する考え方や対応方針は、当社ウェブサイト（https://corp.raksul.com/esg/）において開示しており、今後、TCFDの
枠組みに基づき積極的な情報開示に取り組んで参ります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則1-4．政策保有株式】

（政策保有株式に関する方針及び保有適否に関する検証内容）

当社は、政策保有株式について、当社の運営するBtoBシェアリングプラットフォームの価値向上、ひいては中長期の当社企業価値向上に資する
もののみを保有する方針とし、定期的に、個別銘柄に対する検証を行っております。

具体的には、各年度末時点において、保有目的が純投資以外である有価証券について、期末時価等を基準とした保有金額、取得価額、保有株
数及び保有割合、取得後の状況等を一覧化し、保有目的を直近の当社事業方針に照らして「当社事業における領域拡張」、「当社事業における
パートナーとの関係強化」、「新規事業領域策定の為の探索・ラーニング」に分類した上で、個別銘柄ごとに今後の保有方針を決定し、当該方針を
取締役会において決議しております。

2021年7月期末の検証においては、パートナーとの関係強化を目的として保有していた株式のいくつかについて、事業進捗に照らして保有の必要
性が低下したことを踏まえ、長期的に売却する方針といたしました。

（政策保有株式に係る適切な議決権行使を確保するための基準）

当社は、政策保有株式に係る議決権行使について、発行会社において健全な経営ガバナンス体制が担保されていることを前提として、当社の保
有目的との適合性を精査した上で、判断します。

【原則1-7．関連当事者間の取引】

当社は、関連当事者取引等の有無を把握するため、当社及び全役員を対象として関連当事者リストの作成を行っております。管理部門が担当部
署となり、取引開始前に関連当事者取引等の有無を確認する体制を構築しております。なお、当該リストは毎事業年度末に更新することとしており
ます。

【補充原則２－４①．中核人材の登用等における多様性の確保】

（多様性の確保についての考え方）

当社は、サステナビリティ・ESG経営において優先的に取り組むべき重要課題（マテリアリティ）の一つとして「多様な人材の採用と活躍の推進」を
掲げ、人事組織ポリシーをベースにした人材採用、人材育成、配置、評価制度、組織カルチャーの継続的な見直し等、人材戦略の策定及び環境
整備に取り組んでいます。



（多様性の確保に向けた自主的かつ測定可能な目標とその状況）

当社は、ダイバーシティ推進に一層積極的に取り組むため、「女性管理職比率」の目標を設定し、その進捗状況については、当社ウェブサイト
（https://corp.raksul.com/esg/）において開示して参ります。

※外国籍比率及びその管理職比率等については、組織としての考え方や目指す姿、測定可能な目標等を議論中であります。

※中途採用者比率及びその管理職比率については、創業以来、多様な人材を採用・登用してきた背景があり、既に十分な水準にあるものと認識
し、具体的な目標設定をしておりません。

（多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針とその状況）

上記マテリアリティの解決に向けた、人材育成と社内環境整備の方針とその実施状況については、当社ウェブサイト
（https://corp.raksul.com/esg/）において開示しております。

【原則2-6．企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

当社は、企業年金制度を採用しておりません。

【原則3-1．情報開示の充実】

（ⅰ）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

当社は、「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」という企業ビジョンの下、デジタル化が進んでいない伝統的な業界にインターネットを用いて新
しい仕組みを創り、既存のビジネス慣習を変えていくことを目指して事業を展開しております。

具体的には、印刷の「ラクスル」、広告の「ノバセル」、物流の「ハコベル」といったBtoBのシェアリングプラットフォーム事業を通じて、デジタル化の
推進、顧客価値の創出、サプライヤーの経営効率化等の価値を創出していくことを経営戦略の中心としております。

（ⅱ）コーポレートガバナンス・コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

本報告書の「Ⅰ．１．基本的な考え方」をご参照ください。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

取締役の報酬については、後述の【取締役報酬関係】「報酬額又はその算定方法の決定方針」に記載のとおりであります。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

取締役の選解任においては、性別、年齢、国籍等の区別なく、当社の経営ビジョン及び企業文化に対する深い理解と共感があること、社会の公器
であるという意識・高潔さを有していること、当社の意思決定及びガバナンスに対して十分な貢献ができる時間的・精神的なゆとりがあること、並び
に各分野における高度な専門的知見を兼ね備えていることを重視しております。

手続としては、まずは任意委員会である指名報酬委員会において上記基準に照らして候補者案を策定し、取締役会における議論及び承認を経た
上で、株主総会で選任しております。また、監査等委員である取締役については取締役会への上程前に、監査等委員会の同意を得るものとして
おります。

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

取締役の選任理由は、選任時の「株主総会招集ご通知」に個人別に記載しております。

【補充原則4-1①．取締役会からの権限委譲】

当社では、2019年10月の監査等委員会設置会社への移行時の定款変更において、取締役会において決定すべき重要な業務執行につき、取締
役会の決議によって、決定の全部又は一部を取締役に委任することができるものとしており、複数の産業分野での事業運営を通じた持続的成長
の実現を目指して、執行メンバーによる機動的な意思決定と中長期の事業ポートフォリオ観点での全社最適との両立を図るため、2021年7月期よ
り、取締役社長及び経営会議等の社内会議体への権限委譲と任意委員会を用いたガバナンスの仕組みを導入しております。具体的には、重要
な使用人の選解任及び報酬決定や、一定額以下の予算計画内での執行につき、事前の任意委員会等での決議を前提として、取締役社長への権
限の委任を行っております。

【補充原則4-1③．後継者計画】

複数の産業を革新するBtoBプラットフォームを通じた持続的成長を実現していくにあたり、最高経営責任者（CEO）等を含む経営体制の構築及び、
将来に向けた次世代の経営人材の育成に重点を置き、その成長を促すためのガバナンス形態や権限委譲については、取締役会及び任意委員
会において、継続的に検討及び検証を行っております。

【原則4-9．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

当社は、社外取締役となる者の独立性を担保し、もって健全なコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、社外取締役の独立性基準を定め、
当社ウェブサイト（https://corp.raksul.com/ir/governance/）にて開示しております。

【補充原則4-10①．指名報酬委員会の独立性に関する考え方・権限・役割】

当社は、取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名報酬委員会を設置しております。その委員会構成における独立性の
考え方・権限・役割等については後述の「２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の
概要)」に記載のとおりであります。

【補充原則4-11①．取締役会の実効性確保のための前提条件】

当社は取締役会を、当社のビジョンの下、多角的かつ健全なリスクテイクを行いつつ非連続な成長を実現するための意思決定機関と位置付けて
おります。従って、取締役会全体として、年齢、専門分野、技能、バックグラウンド等の多様性が確保されることに配慮しております。具体的な取り
組みとして、2021年7月期末より、任意委員会である指名報酬委員会での検討を経た上で、スキル・マトリックスを活用した取締役選任議案の策定
を行っており、その内容については株主総会招集通知にて開示しております。

【補充原則4-11②．役員の兼任状況】

他の上場会社の役員兼任状況は、「株主総会招集ご通知」や「有価証券報告書」等に記載しております。

【補充原則4-11③．取締役会の実効性評価】

当社は、取締役会において年1回以上、取締役会全体の運営について振り返りを行っております。

2021年7月期に実施した取締役会の実効性評価の概要は以下のとおりです。

当社は、取締役会としての実効性評価に関し、各取締役への記名型のアンケートを実施し、その結果について取締役会へのフィードバックを実施
いたしました。

取締役会において、資本の最適なアロケーション、ESG、コーポレートリスク等の企業価値に直結する多様な観点での議題について、社内外役員
を問わず、自由闊達で建設的な議論、意見交換が行われている等の回答を受け、概ね実効性が確保されていると評価しております。今後の検討
議題としては、2021年7月期より開始された任意委員会を活用した取り組みについて、定期的な検証を通じた更なる改善実施等が挙げられます。

これらの分析を踏まえまして、実効性を更に高めるための取組みを推進してまいります。

【補充原則4-14②．トレーニングの方針】



当社は、取締役が自らの役割と責務を十分に果たすべく、各人の判断で必要な知識の習得を基本としておりますが、適宜、コーポレート・ガバナン
ス、内部統制、コンプライアンス等、当社の持続的成長と企業価値向上に資する研修機会も提供しております。

具体的には、会社を取り巻くステークホルダーの視点を深く理解することを目的とした社外講師を招いてのディスカッション 等を行っております。ま

た、新任の役員に対しては当社の事業及び各業務について案内も行っております。

【原則5-1．株主との建設的な対話に関する方針】

当社にとって株主・投資家の皆様は当社の重要なステークホルダーであり、共に当社の企業価値向上を実現するパートナーであるとの認識の下、
建設的な対話を促進するために以下の方針を定めております。

（i）株主との建設的な対話の実現を担う取締役・執行役の指定

当社では、取締役CFO管掌の下、IRを推進しております。

（ii）対話を補助する社内部門の有機的な連絡のための方策

当社においてIRを主管とする部署は経営管理部となります。同部内に事業管理・財務・経理・法務機能を有しており、部内において適時連携し、株
主との対話を支援しております。

（iii）個別面談以外の対話の手段の充実に関する取り組み

当社は、決算説明会を定期的に開催しており、また、当社ホームページに決算説明会資料を掲載する等、情報提供の充実に取り組みます。

（iv）対話において把握された株主の意見・懸念等の経営陣幹部や取締役会への適切・効果的なフィードバックの方策

株主との対話内容はIR活動を行う役員及び担当者間で記録・保管され、意見・懸念の内容に応じて適宜取締役会や経営陣幹部に対して共有され
ております。

（v）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

当社では、インサイダー情報の管理に関する社内規程を定め、情報流通の制限、役職員への教育を行っております。

また、決算情報の漏洩を防ぎ、かつ情報開示の公平性を確保する観点から沈黙期間を定め、当該期間中の決算・業績見通しに関する質問への
回答やコメントを差し控えさせて頂いております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

松本 恭攝 4,977,100 17.33

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,583,100 9.00

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,652,700 5.76

NORTHERN TRUST CO．（AVFC） REIEDU UCITS CLIENTS NON TREATYACCOUNT 15.315

PCT

（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

1,199,000 4.18

THE BANK OF NEW YORK MELLON　140051

（常任代理人 株式会社みずほ銀行）
1,117,300 3.89

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 1,083,200 3.77

株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 832,900 2.90

THE BANK OF NEW YORK 133652

（常任代理人 株式会社みずほ銀行）
735,100 2.56

BNYM SA/NV FIR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE

（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行）
640,831 2.23

THE BANK OF NEW YORK 133612

（常任代理人 株式会社みずほ銀行）
599,400 2.09

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

1．「大株主の状況」は2021年7月末日現在の状況です。

2．2020年６月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ゴールドマン・サックス証券株式会社及び共同保有
者２名が2020年６月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株式数
の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

3． 2020年12月10日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、クープランド・カーディフ・アセット・マネジメント・エル

エルピーが2020年12月７日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株式
数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

４． 2021年２月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書）において、ベイリー・ギフォード・アンド・カンパニー及び共同保

有者１名が2021年２月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株式
数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

5．2021年５月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ＪＰモルガン・アセット・マネジメント株式会社及び共同
保有者２名が2021年５月14日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株
式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

6．2021年６月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、フィデリティ投信株式会社が2021年６月15日現在で以下の株式を所



有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況に
は含めておりません。

7．2021年７月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、みずほ証券株式会社及び共同保有者２名が2021年
７月９日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所有株式数の確認ができま
せんので、上記大株主の状況には含めておりません。

8.　2021年７月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及び
共同保有者１名が2021年７月15日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年７月31日現在における実質所
有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

9．持株比率は、自己株式（12,100株）を発行済株式の総数から控除して算出し、小数点第３位以下を四捨五入しております。

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部

決算期 7 月

業種 情報・通信業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人以上500人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 14 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 6 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

6 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

宮内　義彦 他の会社の出身者

小林　賢治 他の会社の出身者

村上　由美子 他の会社の出身者

森　尚美 公認会計士

琴坂　将広 学者

宇都宮　純子 弁護士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



宮内　義彦 　 ○ ―

宮内義彦氏は、上場企業における代表取締役
としての経験に基づき、当社の経営全般に関
する助言が期待でき、経営の重要事項の決定
及び業務執行の監督を行うにふさわしいと判断
して社外取締役として選任をお願いするもので
あります。今後も進化改善を目指す当社のコー
ポレートガバナンス体制全般につき、大所高所
からのご意見を期待しております。同氏は当社
株式1,320株を所有しておりますが、それ以外
に同氏と当社との間には、人的関係、資本関
係、取引関係、その他の利害関係はありませ
ん。

小林　賢治 　 ○ ―

小林賢治氏は、上場企業における経営者とし
ての経験に基づき、当社の経営全般に関する
助言が期待でき、経営の重要事項の決定及び
業務執行の監督を行うにふさわしいと判断して
社外取締役として選任をお願いするものであり
ます。今後も上場企業としてのポートフォリオ経
営において、攻め・守り両面を意識したガバナ
ンス体制の強化を期待しております。同氏は当
社株式1,200株を所有しておりますが、それ以
外に同氏と当社との間には、人的関係、資本
関係、取引関係、その他の利害関係はありま
せん。

村上　由美子 　 ○ ―

村上由美子氏は、国際機関及びグローバルカ
ンパニーにおける経験に基づき、当社の経営
全般に関する助言が期待でき、経営の重要事
項の決定及び業務執行の監督を行うにふさわ
しいと判断して社外取締役として選任をお願い
するものであります。当社組織のグローバル
化、ポートフォリオ経営に向けた投資家として
の視点、及び持続的な成長の前提となるダイ
バーシティの推進について、当社経営への貢
献を期待しております。

森　尚美 ○ ○ ―

監査等委員である森尚美氏は、公認会計士で
あり、財務及び会計に関する専門知識と豊富
な監査経験を当社の経営全般の監査・監督に
活かしていただくことで、当社のガバナンス体
制強化に資するものと判断して社外取締役とし
て選任をお願いするものであります。今後も、
財務・会計・監査等の見識に基づき、社会の公
器として責任ある経営基盤を確立するための
ガバナンスへの貢献を期待しております。同氏
は当社株式10,720株を所有しておりますが、そ
れ以外に同氏と当社との間には、人的関係、
資本関係、取引関係、その他の利害関係はあ
りません。

琴坂　将広 ○ ○ ―

監査等委員である琴坂将広氏は、企業経営及
びコンサルティング業務についての豊富な経験
及び経営学に関する専門的知見をもとに、当
社の経営全般の監視と有効な助言をいただくこ
とで、当社のガバナンス体制強化に資するもの
と判断して社外取締役の選任をお願いするも
のであります。今後も、経営戦略・学術研究等
の見識に基づき、社会の公器として責任ある経
営基盤を確立するためのガバナンスへの貢献
を期待しております。同氏は当社株式720株を
所有しておりますが、それ以外に同氏と当社と
の間には、人的関係、資本関係、取引関係、そ
の他の利害関係はありません。



宇都宮　純子 ○ ○ ―

監査等委員である宇都宮純子氏は、弁護士と
しての豊富な経験と幅広い見識を有するととも
に企業法務にも精通しており、当社の経営全般
に適宜助言又は提言いただくことで、当社のガ
バナンス体制強化に資するものと判断して社外
取締役として選任をお願いするものでありま
す。今後も、法務・コンプライアンス等の見識に
基づき、社会の公器として責任ある経営基盤を
確立するためのガバナンスへの貢献を期待し
ております。なお、同氏は、過去に社外役員と
なること以外の方法で会社の経営に関与され
た経験はありませんが、上記の理由により、社
外取締役としてその職務を適切に遂行できるも
のと判断しております。同氏は当社株式720株
を所有しておりますが、それ以外に同氏と当社
との間には、人的関係、資本関係、取引関係、
その他の利害関係はありません。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 3 0 0 3 社外取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締

役及び使用人の有無
なし

現在の体制を採用している理由

事業・組織規模を勘案し、独立した取締役及び使用人の設置はしておりません。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査計画並びに四半期・本決算に関する監査結果について説明を受
けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行います。加えて、内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統
制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行います。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名報酬委員会 3 1 1 2 0 0
社外取
締役

補足説明

上記の指名報酬委員会は、【取締役報酬関係】に記載の通り、その構成員の過半数を独立社外取締役とし、主として取締役の選任や報酬の策定
を担っております。

加えて、その他の任意委員会として、取締役会又は取締役社長による業務執行又は意思決定の透明性と客観性を強化する目的で、エグゼクティ
ブコミッティ―を設置しております。



【独立役員関係】

独立役員の人数 6 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。

また、当社では、法令及び東京証券取引所の定める独立役員制度の考え方に基づいて「社外取締役の独立性判断基準」
（https://corp.raksul.com/ir/governance/）を策定しており、同基準に準拠して社外取締役の独立性を判断しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

ストックオプション制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

業績向上に対する意欲や士気を高め、中長期的な株式価値の向上を目的として、ストックオプション制度を導入しております。

また、これとは別に、2019年10月17日開催の第10回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、取締役（監査
等委員である取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額５億円以内（うち社外取締役分
５千万円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）、割当てを受ける譲渡制限付株式の総数は133,000株（うち社外取締役分13,000株）を上限と
し、監査等委員である取締役に対し、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額５千万円以内、割当てを受ける
譲渡制限付株式の総数は13,000株を上限とする決定をしております。ただし、当該金銭報酬債権の総額は、原則として３事業年度にわたる職務執
行の対価に相当する額を一括して初年度に支給する場合を想定しており、譲渡制限期間内に当社又は当社関係会社の取締役、顧問及び従業員
のいずれの地位から退任又は退職した場合には、対象取締役に割り当てられた株式は無償で当社が取得するものであります。この譲渡制限付
株式報酬制度につきましては、取締役会にて役員報酬制度の見直しを行うべく、外部専門機関の指導・助言を受け、数回にわたり議論を重ね、同
制度の導入決議に至っております。

ストックオプションの付与対象者 社内取締役、社外取締役、従業員、その他

該当項目に関する補足説明

上記付与対象者のうち、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株価上昇
及び企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的として導入しております。監査等委員である取締役については、株主の皆様との利害共有意
識を醸成すると共に、企業価値の棄損防止を通じた当社の企業価値 の増大へのインセンティブを与え、客観的な立場から業務執行の妥当性を

判断するという監督機能を適正に確保する目的で導入しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、報酬の個別開示は行っておりません。取締役の報酬等は、それぞれ役員区分ごとの総額
で開示しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

「Ⅰ.１．基本的な考え方」に記載の通り、当社は「仕組みを変えれば、世界はもっと良くなる」をビジョンとし、伝統的産業にインターネットを持ち込
み、その産業構造を変革することを目標に掲げています。変革に際しては長期の期間を必要とするため、長期での成長実現と企業価値向上に資
するコーポレート・ガバナンスの確立が最重要であると考えています。

当社取締役の個別報酬についても、上記の考えをもとに決定しております。また、成長途上の企業であるため、変化を厭わずに、企業ステージに
応じて実態として機能するコーポレート・ガバナンスのあり方を追求し続けたいと考えております。

具体的な決定方針については、次のとおりです。

（個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針）

当社では、固定額による金銭報酬に加え、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与しております。

固定金銭報酬は、各取締役の職責、当社業績及び中長期的な企業価値構築への貢献、優秀な人材確保の観点を加味して決定しておりますが、
業務執行取締役については、当社ビジョンの実現に向けた非連続な成長を実現する為の意思決定及びその実行面を重視しております。

非業務執行取締役については、当社ビジョンの実現のため、独立した立場から多角的かつ健全なリスクテイクを担保するモニタリング面(check



and balance)を重視しております。

非金銭報酬である譲渡制限付株式は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与え、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を高め
る目的で付与しており、付与数の算定にあたっては、前段の考慮要素に加え、当社株価水準を加味して決定しております。

固定金銭報酬と非金銭報酬（譲渡制限付株式）の割合は、決定時点の当社株価を基準とした金銭評価を前提として、概ね１：１としております。

（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針）

前年度の業績等を踏まえて、年度末から定時株主総会の開催後最初の取締役会までに検討・決定しております。

固定金銭報酬は月額固定金額にて支給し、非金銭報酬である譲渡制限付株式は毎年11月にその後３事業年度にわたる職務執行の対価に相当
する額を一括して支給しております。

（取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法）

2021年7月期末から、任意の指名報酬員会において、報酬議案の策定を行った後、取締役会においてその決議を行う方針としております。

また、任意の指名報酬委員会については、その過半数を独立社外取締役とする方針でおります。

なお、監査等委員である取締役については、監査等委員会の協議により決定しております。

（その他重要な事項）

当社では上記報酬の枠組み以外に、取締役に対して有償ストックオプションを発行しております。当該ストックオプションは、取締役各人が自らの
投資判断の下で新株予約権を取得しているため、会社法上の報酬には該当しないものの、当社ビジョンの実現に向けたコーポレート・ガバナンス
の確立においては意義があるものと考えております。

【社外取締役のサポート体制】

社外役員に対する専従スタッフの配置は行っておりませんが、経営管理部において取締役会開催日時や決議事項の事前通知等を行う等、必要
に応じサポートを行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名（うち社外取締役3名）及び監査等委員である取締役3名（全員非常勤社外取締役）が在任
しており、社外取締役全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。また、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任
期は１年、監査等委員である取締役の任期は２年としております。

（a）取締役会

取締役会は、原則として月１回開催し、必要に応じて臨時でも開催しております。毎月開催される定時取締役会に加え、取締役会は、経営上の意
思決定機関として、法令又は定款に定める事項の他、経営方針に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の業務執行状況の監督を
行っております。

（b）監査等委員会

監査等委員会は、原則として月１回開催し、必要に応じて臨時でも開催いたします。監査等委員会は、取締役会での活発な議論を通じて現状や会
社の課題認識を深めることで監督機能を発揮します。また会計監査人と定期的な意見交換を実施し、会計監査人から監査方針・監査計画並びに
四半期・本決算に関する監査結果について説明を受けるほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行います。加えて、
監査等委員会は内部監査部門とも定期的に情報交換を行い、内部統制システムの整備・確立、リスク評価について意見交換を行います。これら
会計監査人や内部監査部門と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高め、必要に応じ是正勧告を行います。

(c)指名報酬委員会（任意委員会）

指名報酬委員会は、任意委員会の一つとして、取締役の指名報酬に関する客観性と透明性を担保する目的のもと、その構成員の過半数を独立
社外取締役として設置しております。主として取締役の選任や報酬の策定を担っており、取締役の選任・報酬議案については指名報酬委員会で
の検討を経て、取締役会にて決議されます。

(d)エグゼクティブコミッティー（任意委員会）

エグゼクティブコミッティーは、任意委員会の一つとして、取締役社長による重要な業務執行の客観性と透明性を担保する目的のもと、取締役会に
おいて指名された者を構成員として設置しております。主として全社の事業ポートフォリオの最適化による企業価値向上の視点から、非連続な変
革を目的として使用される戦略予算計画の策定や計画執行者の指名、重要な使用人の選解任等を担っており、エグゼクティブコミッティーでの検
討を経て、取締役社長等による業務執行が行われます。

（e）経営会議等

業務執行の重要な意思決定を担う会議体として、社内に経営会議及び各事業本部単位での会議体を設置しております。経営会議は、業務執行
取締役を構成員とし、全社横断の業務執行に関する重要な事項の審議及び決議を行っております。 各事業本部単位での会議体は、事業本部に

おける重要な業務執行を行うことを目的に各事業本部単位で設置され、エグゼクティブコミッティーでの審議を経て取締役社長が選任した者を構
成員としております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバ
ナンスの一層の充実を図るため、2019年10月17日開催の第10回株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。

また、2021年7月期には任意委員会として、指名報酬委員会（構成員の過半が社外取締役）及びエグゼクティブコミッティーを設置し、取締役会の
運営及び取締役社長をはじめとする業務執行に対する客観性と透明性を高める仕組みを取り入れております。

今後も、中長期で更なる事業の成長及び多角化を目指すにあたり、任意委員会を含むガバナンス体制の見直しや、将来的な指名委員会等設置
会社の移行について、継続して検討させて頂きます。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
株主の方々が十分な議案の検討時間を確保できるよう、招集通知の発送早期化に努め
ております。

集中日を回避した株主総会の設定

決算期末が７月となっていることから、毎年10月に定時総会を実施する等、株主の方々が
十分に検討し確実に議決権を行使できるような株主総会の開催日を設定しております。ま
た、可能な限り株主とコミュニケーションを図るため、物理的にもアクセスがよく出席しやす
い場所を確保するよう努めております。

電磁的方法による議決権の行使 インターネット等による議決権行使を可能としております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

議決権電子行使プラットフォームについては、2019年7月期の定時株主総会から導入して
おります。

招集通知（要約）の英文での提供
2019年7月期の定時株主総会から、英文の招集通知（要約）を作成し、当社のホームペー
ジ（https://corp.raksul.com/en/ir/stock/）に掲載しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

ディスクロージャーポリシーの作成・公表
当社のホームページ上のIR専用ページにて、公表しております。

URLは、「https://corp.raksul.com/ir/disclosure/」です。

個人投資家向けに定期的説明会を開催 今後、必要に応じて検討すべき事項として考えております。 なし

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト・機関投資家向けの説明会を開催し、代表取締役が業績や経営方
針を説明しております。

あり

海外投資家向けに定期的説明会を開催
毎年数回程度、欧州、米州、アジアの海外機関投資家との個別面談を行って
おります。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社のホームページ上のIR専用ページ（https://corp.raksul.com/ir/）にて、決
算情報、適時開示情報等を掲載しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 経営管理部を担当部署としております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社ウェブサイト（https://corp.raksul.com/esg/）において開示しております。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施 当社ウェブサイト（https://corp.raksul.com/esg/）において開示しております。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

当社ウェブサイト（https://corp.raksul.com/esg/）及び決算説明会等により、ステークホル
ダーに対する積極的な情報開示を行う方針であります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、経営の適正性の確保、透明性の向上及びコンプライアンス遵守の経営を徹底するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてお
ります。また、取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定めております。

１．取締役及び使用人の職務の執行が法令又は定款に適合することを確保するための体制

（１）当社の役職員が法令及び定款を遵守し、倫理を尊重する行動ができるように、「コンプライアンス規程」を定める。

（２）当社のコンプライアンスに係る内部通報窓口を利用して、役職員の法令違反につき通報できる体制をとり、コンプライアンス体制の機能状態を
モニタリングする。

（３）取締役会は、法令及び定款等の遵守のための体制を含む「内部統制システムに関する基本方針」を決定し、その実施状況を監督するととも
に、適宜、基本方針の見直しを行う。

（４）監査等委員会は、内部統制システムの整備と実施状況を含め、業務執行状況の調査を行い、独立した立場から取締役の職務執行の監査を
行う。

（５）代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、「内部監査規程」及び年次の内部監査計画に基づき、各部門について内部統制システムの有効
性を含めた内部監査を実施し、監査結果は定期的に代表取締役に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況を報告する。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書（電磁的記録を含む。以下同。）を関連資
料とともに「文書管理規程」その他の社内規程の定めるところに従って適切に保存し、管理する。取締役は、取締役の職務執行を監督・監査するた
めに必要とするときは、これらの文書をいつでも閲覧できるものとする。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社のリスク管理を体系的に定める「リスク管理規程」を定め、同規程に基づくリスク管理体制の構築及び運用を行う。

（２）リスク管理業務の主管部署はリスクマネジメントの状況を定期的に取締役会に報告し、網羅的かつ総括的な管理を行う。

（３）大規模な事故、災害、不祥事等が発生した場合には、代表取締役を長とし危機対応の体制をとると同時に迅速に行動し、損害及びその拡大
を防止する。

４．当社及びその子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制

（１）子会社管理・報告体制

当社は、「関係会社管理規程」を定め、子会社が効率的にその経営目的を達成できるよう管理及び支援を行う。子会社の経営上の重要事項に関
しては、子会社の事業内容・規模等を考慮の上、原則として、当社の事前承認を要する事項や当社への報告を要する事項を取り決める。

（２）子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社の事業内容・規模等を考慮の上、リスクカテゴリー毎に当社グループ全体のリスクを管理する。また、管理体制の有効性につき定
期的にレビューする。

（３）子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、連結子会社を有する場合には連結ベースにて経営計画を策定し、当該経営計画の達成のため子会社の経営指導にあたるとともに、当
社よりグループファイナンス等の機能の提供を通じた支援を実施する。

（４）子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は、コンプライアンス体制の整備につき「コンプライアンス規程」を定め、当該事項の実施状況につき定期的なモニタリング・レビューを実施す
るとともに、必要に応じて子会社における教育・研修を実施し、グループ全体のコンプライアンスの徹底に努める。また、必要に応じて、子会社の業
務活動も内部監査部門による内部監査の対象とする。

５．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）当社は、取締役の職務執行を効率的に行うために、取締役会は月１回の定時開催に加え、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、迅速
かつ適正な決定を行う。また、その決定に基づく職務執行にあたっては、効率的な業務執行を行うものとする。

（２）取締役の職務執行を効率的に行うことを確保する体制として、取締役会の他、随時に経営会議を開催し、「職務権限表」に定められた金額範
囲において経営方針や事業戦略を決定するものとする。

６．監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外
の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人
を置く（監査等委員会を補助すべき取締役は置かない。）。なお、使用人の任命、異動、評価及び指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同
意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保するものとする。

７．取締役及び使用人等（当社グループに所属する者を含む。）が、監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたこ
とを理由として不利益な取扱を受けないことを確保するための体制

（１）取締役及び使用人等は、業務又は業績に影響を与える重要な事項につき、その内容や業務執行の状況及び結果について遅滞なく監査等委
員会に報告する。また、監査等委員会は必要に応じて、取締役及び使用人等に対し、適宜報告を求めることができるものとする。

（２）内部通報制度を整備するとともに、通報をしたことによる不利益な扱いを受けないことを「内部通報規程」に明記し、周知徹底する。

８．その他当社監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

（１）監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合をもち、経営方針、会社の対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査の環境整備の状
況、監査上の重要問題等について意見を交換する。

（２）監査等委員会は、企業全体の監査状況を把握し課題を検討するため、定期的に意見交換を行う。

（３）内部監査部門は、監査等委員会との情報交換を含め連携を密なものとする。

（４）監査等委員会は、監査計画を実行するための予算を確保する。監査等委員会がその職務執行につき、会社法第399条の２第４項に基づく費
用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにその
費用を支出する。

９．財務報告の信頼性を確保するための体制

代表取締役は財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく、有効かつ適切な内部統制システムを構築する。また、その整備・運
用状況について継続的に評価し、必要な是正措置を行い、実効性のある体制の構築を図る。

10．反社会的勢力排除に向けた体制

（１）当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは、社会的責任および企業防衛等の観点から、断固として対決
する旨を、活動方針に定める。

（２）反社会的勢力からの不当な要求があった際は、警察等の外部専門機関と連携の上、毅然とした態度で臨むものとする。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況



当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とのいかなる関係も排除し、不当要求等に対しては毅然として対応する
方針であります。

当社は、「反社会的勢力排除に関する規程」において、公正で健全な経営及び事業活動を行うため、反社会的勢力に関与すること及び利益の供
与について防止することを定めております。また、不当要求が生じた場合の対応部署を設けて組織的な対応を行うとともに、警察、弁護士等の外
部専門機関との連携を行っております。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社のコーポレート・ガバナンス体制及び適時開示手続きに関するフローの模式図を参考資料として添付しております。


